
 

沖縄県立芸術大学美術工芸学部履修規程 

 

令和３年４月１日 

沖芸大規程第55号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、沖縄県立芸術大学学則に定めるもののほか、美術工芸学部の授業科目の種類、

単位、履修方法その他必要な事項を定めるものとする。 

（授業科目） 

第２条 各授業科目の名称及び単位数は、別表第１及び別表第２に定めるとおりとする。 

第３条 削除 

（履修方法） 

第４条 学生は、全学教育科目及び専門教育科目について学科・専攻別に定める規準により、所定

の科目及び単位を修得しなければならない。 

２ 前項の全学教育科目及び専門教育科目の履修方法は、別に定める履修要領のとおりとする。 

（教職課程） 

第４条の２ 「各教科の指導法」及び「教育の基礎的理解に関する科目等」に開設する授業科目の

名称並びに単位数は別表第３に定めるとおりとする。 

２ 教育職員免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法及び同法施行規則に基づき本学で定

める単位を、別に定める履修要領に従い修得しなければならない。 

（博物館学課程） 

第４条の３ 博物館に関する科目（指定教育科目）を別表第４に定めるとおりとする。 

２ 学芸員の資格を得ようとする者は、博物館法及び博物館法施行規則に基づき本学で定める単位

を、別に定める履修要領に従い修得しなければならない。 

（授業科目の公示） 

第５条 各学年度（前期及び後期）に開設する授業科目、単位数及び担当教員については、その学

年度（前期及び後期）の授業開始に先立って公示する。ただし、臨時に開設する授業科目につい

ては、その都度公示する。 

（履修登録） 

第６条 学生は、毎学年度（前期及び後期）の定められた期間内に、履修しようとする授業科目を

教務学生課に届け出ることとする。この手続きを履修登録という。 

２ 臨時に開設される授業科目の履修登録については、その都度公示する期間内において行うもの

とする。 

（履修登録の制限） 

第７条 授業科目の受講人数は、教材、教室の収容人員等により制限することがある。 

２ 受講人員が著しく少ない授業科目については、開講しないことがある。 

３ 個別の授業科目の履修登録にあたって、あらかじめ公示により、登録の資格に専攻又は既に履

修し単位を修得した授業科目等の条件を付すことがある。 

４ 特に指定のある場合のほか、同一時間に１科目を超えて履修登録することはできない。 

（履修登録の上限） 

第８条 １箇学期に履修登録できる単位数は、原則として22単位までとする。ただし、自由科目、

「各教科の指導法」及び「教育の基礎的理解に関する科目等」に開設する授業科目、博物館に関

する科目（指定教育科目）並びに集中講義による科目を除く。 



 

２ 所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて授業科

目の履修登録を認めることがある。 

（履修登録の上限の緩和） 

第８条の２ 以下の各号をすべて満たす学生については、１箇学期につき26単位までの履修登録を

認める。 

⑴ 前年度のすべての科目の成績において「不可」がないこと。 

⑵ 前年度のすべての科目の成績において「可」が１科目を超えないこと。 

（１学年に修得すべき単位数） 

第９条 学生は、最終年次を除き、１学年（４月１日に始まり、翌年３月31日に終わるものとする。）

に最低20単位以上を修得しなければならない。ただし、自由科目、「各教科の指導法」及び「教育

の基礎的理解に関する科目等」に開設する授業科目並びに博物館に関する科目（指定教育科目）

を除く。 

２ 前項に定める要件を満たせなかった学生については、原級に留め置くこととする。ただし、原

級に留め置かれる場合も、修得した単位は認定する。 

３ 前項本文の規定にかかわらず、姉妹校派遣留学生の留学先における学修成果について、同一年

度の１年間を通して修めたものと教授会が認めた場合は、この限りではない。 

（出席） 

第10条 学生は、履修登録した授業科目の授業に常に出席しなければならない。 

２ 履修登録した授業科目にやむを得ず欠席する場合は、あらかじめ当該授業科目の担当教員に届

け出なければならない。 

３ 次に掲げる理由により、通常の授業に出席できない場合は、当該授業科目の担当教員に届け出

ることで欠席日数に加えないものとする。ただし、第５号に該当する場合は、証明書等を添付し

なければならない。 

⑴ 忌引 

⑵ 教育実習 

⑶ 介護等体験実習 

⑷ 古美術研究又は学外研究 

⑸ 学校保健安全法施行規則で定められた感染症 

⑹ その他教授会が認めた特別な理由 

４ 忌引日数は、次のとおりとする。 

⑴ １親等の血族及び配偶者 ７日間 

⑵ ２親等の血族及び１親等の姻族 ５日間 

⑶ ３親等の血族及び２親等の姻族 ３日間 

（試験） 

第11条 定期試験は、学期末に期間を定めて行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、授業科目によっては、臨時に試験を行うことがある。 

（追試験） 

第12条 所定の試験に欠席した者の追試験は行わない。ただし、病気その他特別な理由（第10条第

３項に掲げる理由、公の証明書のある事故等）によりやむを得ず受験できなかった者に対しては、

願い出により追試験を行うことができる。 

２ 前項の規定による追試験は、当該学期の末日までに担当教員の指定した日に行う。 

（再試験） 

第13条 不合格となった授業科目の再試験は行わない。ただし、当該学期に履修登録した授業科目



 

の中で教授会が認めた授業科目については、再試験を行なうことがある。 

２ 前項の規定による再試験は、担当教員の指定した日に行う。 

（履修の要件） 

第14条 授業科目の授業総時間数の３分の１以上欠席した者には、その授業科目の単位は与えな

い。 

（成績評価の基準） 

第15条 授業科目の成績評価基準は、次のとおりとする。 

評語 評点 評価基準 

秀 (Ｓ) 90～100点 到達目標を十分に達成し、内容が特に優れている。 

優 (Ａ) 80～89点 到達目標を十分に達成し、内容が優れている。 

良 (Ｂ) 70～79点 到達目標を概ね達成している。 

可 (Ｃ) 60～69点 到達目標を最低限度達成している。 

不可(Ｆ) 

59点以下 到達目標を達成していない。 

 履修放棄又は受験放棄 

２ 前項の規定にかかわらず、段階評価に適さない授業科目の評語及び成績評価基準は次のとおり

とし、合格（Ｐ）を合格とし、不可（Ｆ）を不合格とする。認定（Ｒ）は、他大学等において修

得した単位を本学において認定する場合に適用する。 

評語 評価基準 

合格(Ｐ) 到達目標を達成している。 

不可(Ｆ) 

到達目標を達成していない。 
履修放棄又は受験放棄 

認定(Ｒ) 単位認定 

（ＧＰＡ） 

第15条の２ 履修した授業科目の成績の評語に対応して、次のとおりグレード・ポイント 

（以下、「ＧＰ」という。）を付与する。 

評語 秀（Ｓ） 優（Ａ） 良（Ｂ） 可（Ｃ） 不可（Ｆ） 

ＧＰ ４ ３ ２ １ ０ 

２ ＧＰは、履修登録をした全ての授業科目を対象として付与する。ただし、次の各号に掲げる授

業科目は、ＧＰを付与しない。 

⑴ 段階評価に適さない科目 

⑵ 自由科目 

⑶ 「各教科の指導法」及び「教育の基礎的理解に関する科目等」に開設する授業科目。 

 ただし、「教育原理」「教育心理学」「特別支援教育」を除く。 

⑷ 博物館に関する科目（指定教育科目） 

⑸ 履修登録を削除した授業科目 

３ グレード・ポイント・アベレージ（履修登録科目のＧＰの平均値。以下、「ＧＰＡ」という。）

は、次の式により計算するものとし、小数点第４位を四捨五入する。ただし、前項に定めるＧＰ

を付与しない授業科目は、ＧＰＡに算入しない。 

ＧＰＡ ＝ 

 

（履修登録科目のＧＰ×当該科目の単位数）の総和 

履修登録総単位数 



 

（再登録） 

第16条 既に履修し単位を修得した授業科目は、再度履修登録することはできない。ただし、不可

とされた授業科目については、再度履修登録することができる。 

２ 前項の規定に基づき再度履修登録した授業科目については、学則第44条の規定に従って、改め

て評価する。 

 

附 則（令和３年４月１日学長決裁） 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 施行日の前日において在籍する者で、施行日以後も引き続いて在籍するものについて、廃止前

の沖縄県立芸術大学美術工芸学部履修規程（平成17年３月17日評議会決定）は、この履修規程の

施行後も、なおその効力を有する。 

３ 令和３年度以降に編入学、転入学及び再入学（以下「編入学等」という。）する学生について

は、その者の属する年次の在学生の例による。 

附 則（令和３年９月27日学長決裁） 

１ この規程は、令和３年９月27日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

２ この規程の第15条の規定は、令和３年度以降に入学（編入学等を除く。）する学生について適

用し、令和２年度以前に入学した学生については、なお従前の例による。 

３ 令和３年度以降に編入学等する学生については、第15条の規定にかかわらず、その者の属する

年次の在学生の例による。 

附 則（令和４年３月24日学長決裁） 

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規程の第２条及び第４条の２の規定は、令和４年度以降に入学する学生について適用し、

令和３年度以前に入学した学生については、なお従前の例による。 

附 則（令和５年７月18日学長決裁） 

１ この規程は、令和５年７月18日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

２ この規程の第15条の規定は、令和３年度以降に入学する学生について適用し、令和２年度以前

に入学した学生については、なお従前の例による。 

３ この規程の第15条の２の規定は、令和３年度以降に入学する学生について適用する。 

附 則（令和７年３月21日学長決裁） 

１ この規程は、令和７年３月21日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

２ この規程の第２条に定める別表第１及び別表第２については、令和７年度以降に入学する学生

について適用し、令和６年度以前に入学した学生については、なお従前の例による。 

附 則（令和８年１月22日学長決裁） 

１ この規程は、令和８年１月22日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

２ この規程の第２条に定める別表第２については、令和８年度以降に入学する学生について適用

し、令和７年度以前に入学した学生については、なお従前の例による。 

  



 

別表第１（第２条関係） 

全学教育科目及び単位 

１．初年次科目 

区分 授業科目名 単位数 

初年次科目 初年次セミナー １ 

 

２．リテラシー科目 

区分 授業科目名 単位数 

リ

テ

ラ

シ

䤀

科

目 

日本語 国語表現法 ２ 

情報 コンピュータ情報論 ２ 

外

国

語

 

英語Ⅰ ２ 

英語Ⅱ ２ 

英語購読Ａ ２ 

英語購読Ｂ ２ 

英作文 ２ 

英語特演Ⅰ ２ 

英語特演Ⅱ ２ 

独語Ⅰ ２ 

独語Ⅱ ２ 

独語Ⅲ ２ 

独語Ⅳ ２ 

独語特演Ａ ２ 

独語特演Ｂ ２ 

仏語Ⅰ ２ 

仏語Ⅱ ２ 

仏語Ⅲ ２ 

仏語Ⅳ ２ 

仏語特演Ａ ２ 

仏語特演Ｂ ２ 

伊語Ⅰ ２ 

伊語Ⅱ ２ 

伊語Ⅲ ２ 

伊語Ⅳ ２ 

伊語特演Ａ ２ 

伊語特演Ｂ ２ 

中国語Ⅰ ２ 

中国語Ⅱ ２ 

中国語Ⅲ ２ 

中国語Ⅳ ２ 

中国語特演Ａ ２ 

中国語特演Ｂ ２ 

日本語初級Ⅰ ２ 

日本語初級Ⅱ ２ 

日本語中級Ⅰ ２ 

日本語中級Ⅱ ２ 

日本語上級Ⅰ ２ 

日本語上級Ⅱ ２ 

日本語特演 ２ 

３．一般教養科目 

区分 授業科目名 単位数 

一

般

教

養

科

目 

人

文

科

学

系 

哲学Ａ ２ 

哲学Ｂ ２ 

宗教学 ２ 

言語学Ａ ２ 

言語学Ｂ ２ 

文学概論 ２ 

中国文学 ２ 

日本文学 ２ 

社

会

科

学

系 

考古学 ２ 

歴史学Ａ ２ 

歴史学Ｂ ２ 

日本国憲法 ２ 

文化人類学 ２ 

心理学 ２ 

自

然

科

学

系 

数学 ２ 

化学 ２ 

生物多様性学 ２ 

基礎生物学 ２ 

生命科学 ２ 

自然科学概論 ２ 

物理学 ２ 

 

４．芸術教養科目 

区分 授業科目名 単位数 

芸

術

教

養

科

目 

美学 ２ 

現代芸術概論 ２ 

美術史 ２ 

民族音楽学概論 ２ 

音楽史 ２ 

ポピュラー音楽論 ２ 

演劇概論 ２ 

アートマネジメント概論 ２ 

キャリアデザイン基礎 ２ 

芸術とキャリアデザイン ２ 

芸術と風土 ２ 

芸術と科学 ２ 

言語と文化 ２ 

芸術と心の臨床 ２ 

 

５．沖縄の文化に関する科目 

区分 授業科目名 単位数 

沖

縄

の

文

化

に

関

す

る

科

目 

琉球文学 ２ 

琉球沖縄史Ａ ２ 

琉球沖縄史Ｂ ２ 

民俗学 ２ 

自然環境論 ２ 

沖縄学 ２ 

沖縄美術工芸史 ２ 

琉球芸能文化論 ２ 

琉球語基礎 ２ 

 

６．健康・運動科目 

区分 授業科目名 単位数 

健康・  

運動科目 

健康・運動理論 ２ 

健康・運動実技Ａ １ 

健康・運動実技Ｂ １ 

 

７．特別科目 

区分 授業科目名 単位数 

特別科目 ＳＤＧｓと沖縄の未来探究 ２ 



 

別表第２（第２条関係） 

美術工芸学部専門教育科目及び単位 

１ 必修科目（主要科目及び専攻専門関連科目） 

専攻 授業科目名 単位数 

絵

画

専

攻 

 絵画基礎 ５ 

 箔 ２ 

日

本

画

 

日本画Ⅰ ６ 

日本画Ⅱ−Ⅰ ６ 

日本画Ⅱ−Ⅱ ７ 

日本画Ⅲ−Ⅰ ６ 

日本画Ⅲ−Ⅱ ７ 

装丁実習 １ 

日本画Ⅳ－Ⅰ ７ 

日本画Ⅳ－Ⅱ ７ 

油

画

 

油画Ⅰ ６ 

油画Ⅱ−Ⅰ ６ 

油画Ⅱ−Ⅱ ７ 

油画Ⅲ−Ⅰ ７ 

油画Ⅲ−Ⅱ ７ 

油画Ⅳ－Ⅰ ７ 

油画Ⅳ－Ⅱ ６ 

空間デザイン １ 

 絵画特論Ⅰ ２ 

 絵画特論Ⅱ ２ 

 古美術研究 ４ 

 彫刻（絵） ２ 

 デザイン（絵） ２ 

 工芸（絵） ２ 

彫

刻

専

攻 

彫刻Ⅰ−Ⅰ ５ 

デッサン １ 

彫刻Ⅰ−Ⅱ ７ 

彫刻Ⅱ−Ⅰ ６ 

彫刻Ⅱ−Ⅱ ６ 

構成 １ 

彫刻Ⅲ−Ⅰ ６ 

鍛造 １ 

彫刻Ⅲ−Ⅱ ６ 

鋳造 １ 

彫刻Ⅳ－Ⅰ ７ 

彫刻Ⅳ－Ⅱ ７ 

彫刻特論Ⅰ ２ 

彫刻特論Ⅱ ２ 

古美術研究 ４ 

絵画（彫） ２ 

デザイン（彫） ２ 

工芸（彫） ２ 

美術解剖学Ⅰ(骨) ２ 

芸

術

学

専

攻 

素描（芸） ２ 

実技研究（絵画） ３ 

実技研究（表現） ２ 

基礎演習 ２ 

学外研究 ４ 

卒業論文 ５ 

絵画（芸） ２ 

彫刻（芸） ２ 

デザイン（芸） ２ 

工芸（芸） ２ 

 

専攻 授業科目名 単位数 

デ

ザ

イ

ン

専

攻 

デザインⅠ ３ 

木工芸基礎 ２ 

立体造形（デ） ２ 

素描（デ） １ 

色彩構成 ２ 

空間構成 ２ 

デザインⅡ−Ⅰ ７ 

デザインⅡ−Ⅱ ７ 

デザインⅢ−Ⅰ ７ 

デザインⅢ−Ⅱ ７ 

デザインⅣ−Ⅰ ７ 

デザインⅣ−Ⅱ ７ 

デザイン特別演習 ２ 

学外研究 ４ 

絵画（デ） ２ 

彫刻（デ） ２ 

工芸（デ） ２ 

工

芸

専

攻 

 

描写 １ 

 

色彩 １ 

 

立体構成 １ 

 

工芸Ⅰ ７ 

 

工芸Ⅱ ５ 

 

立体造形（工） １ 

 

版画 １ 

 

デザインと素材 １ 

 

古美術研究 ４ 

陶

芸

分

野 

陶芸Ⅰ ７ 

陶芸Ⅱ−Ⅰ ６ 

陶芸Ⅱ−Ⅱ ７ 

陶芸Ⅲ－Ⅰ ７ 

陶芸Ⅲ－Ⅱ ７ 

窯業化学 ２ 

陶芸特別演習 ２ 

染

分

野

 

染Ⅰ ７ 

染Ⅱ−Ⅰ ６ 

染Ⅱ−Ⅱ ７ 

染Ⅲ－Ⅰ ７ 

染Ⅲ－Ⅱ ７ 

織

分

野

 

織Ⅰ ７ 

織Ⅱ−Ⅰ ６ 

織Ⅱ−Ⅱ ７ 

織Ⅲ－Ⅰ ７ 

織Ⅲ－Ⅱ ７ 

染

・

織

 

分

野

 

繊維科学 ２ 

染色化学 ２ 

染織特別演習 ２ 

漆

芸

分

野 

漆芸Ⅰ ７ 

漆芸Ⅱ−Ⅰ ６ 

漆芸Ⅱ−Ⅱ ７ 

漆芸Ⅲ－Ⅰ ７ 

漆芸Ⅲ－Ⅱ ７ 

漆芸科学 ２ 

漆芸特別演習 ２ 

 

絵画（工） ２ 

 

彫刻（工） ２ 

 

デザイン（工） ２ 

 

  



 

別表第２（第２条関係） 

美術工芸学部専門教育科目及び単位 

２－１ 選択科目（主要科目） 

専攻 授業科目名 単位数 

芸

術

学

専

攻 

美学演習Ⅰ－Ａ ２ 

美学演習Ⅰ－Ｂ ２ 

美学演習Ⅱ－Ａ ２ 

美学演習Ⅱ－Ｂ ２ 

芸術学演習Ⅰ－Ａ ２ 

芸術学演習Ⅰ－Ｂ ２ 

芸術学演習Ⅱ－Ａ ２ 

芸術学演習Ⅱ－Ｂ ２ 

日本美術史演習Ⅰ－Ａ ２ 

日本美術史演習Ⅰ－Ｂ ２ 

日本美術史演習Ⅱ－Ａ ２ 

日本美術史演習Ⅱ－Ｂ ２ 

東洋美術史演習Ⅰ－Ａ ２ 

東洋美術史演習Ⅰ－Ｂ ２ 

東洋美術史演習Ⅱ－Ａ ２ 

東洋美術史演習Ⅱ－Ｂ ２ 

西洋美術史演習Ⅰ－Ａ ２ 

西洋美術史演習Ⅰ－Ｂ ２ 

西洋美術史演習Ⅱ－Ａ ２ 

西洋美術史演習Ⅱ－Ｂ ２ 

芸術文化論演習Ａ ２ 

芸術文化論演習Ｂ ２ 

語学演習Ａ－Ⅰ（英語） ２ 

語学演習Ａ－Ⅱ（英語） ２ 

語学演習Ｂ－Ⅰ（独語） ２ 

語学演習Ｂ－Ⅱ（独語） ２ 

語学演習Ｃ－Ⅰ（仏語） ２ 

語学演習Ｃ－Ⅱ（仏語） ２ 

語学演習Ｄ－Ⅰ（伊語） ２ 

語学演習Ｄ－Ⅱ（伊語） ２ 

原典研究Ａ－Ⅰ（古文書） ２ 

原典研究Ａ－Ⅱ（古文書） ２ 

原典研究Ｂ－Ⅰ（漢文） ２ 

原典研究Ｂ－Ⅱ（漢文） ２ 

原典研究Ｃ－Ⅰ（ラテン語） ２ 

原典研究Ｃ－Ⅱ（ラテン語） ２ 

美学特講 ２ 

芸術学特講 ２ 

東洋美術史特講 ２ 

日本美術史特講 ２ 

西洋美術史特講 ２ 

比較芸術学特講 ２ 

２－２ 選科目（専攻専門関連科目） 

専攻 授業科目名 単位数 

彫刻専攻 美術解剖学Ⅱ（筋） ２ 

芸

術

学

専

攻 

絵画演習Ａ ２ 

絵画演習Ｂ ２ 

彫刻演習Ａ ２ 

彫刻演習Ｂ ２ 

デザイン演習Ａ ２ 

デザイン演習Ｂ ２ 

工芸演習Ａ ２ 

工芸演習Ｂ ２ 

デ

ザ

イ

ン

専

攻 

西洋建築史 ２ 

日本建築史 ２ 

クラフトデザイン計画 ２ 

プロダクトデザイン論 ２ 

ビジュアルデザイン論 ２ 

視覚伝達論Ａ（印刷） ２ 

視覚伝達論Ｂ（映像） ２ 

環境造形論 ２ 

人間工学 ２ 

工

芸

専

攻 

陶磁史 ２ 

染織工芸史 ２ 

生活造形論 ２ 

装飾論 ２ 

漆芸論 ２ 

色彩論 ２ 

  



 

別表第２（第２条関係） 

美術工芸学部専門教育科目及び単位 

２－３ 選択科目（共通専門関連科目） 

専攻 授業科目名 単位数 

全

専

攻

共

通 

美術解剖学Ⅰ（骨） ２ 

美術解剖学Ⅱ（筋） ２ 

金属演習 ２ 

芸術心理学 ２ 

芸術学 ２ 

絵画史 ２ 

彫刻史 ２ 

デザイン史 ２ 

工芸史 ２ 

書道史 ２ 

現代芸術論Ａ ２ 

現代芸術論Ｂ ２ 

一般芸術学 ２ 

日本美術史 ２ 

東洋美術史 ２ 

西洋美術史Ａ ２ 

西洋美術史Ｂ ２ 

西洋建築史 ２ 

日本建築史 ２ 

クラフトデザイン計画 ２ 

プロダクトデザイン論 ２ 

ビジュアルデザイン論 ２ 

視覚伝達論Ａ（印刷） ２ 

視覚伝達論Ｂ（映像） ２ 

環境造形論 ２ 

人間工学 ２ 

ＣＧ基礎 ２ 

陶磁史 ２ 

染織工芸史 ２ 

生活造形論 ２ 

装飾論 ２ 

図法及び製図Ａ ２ 

図法及び製図Ｂ ２ 

漆芸論 ２ 

色彩論 ２ 

 

３ 自由科目 

専攻 授業科目名 単位数 

全専攻共通 

（提供専攻除く) 

写真演習 ２ 

スクリーン印刷演習 ２ 

別表第３（第４条の２関係） 

「各教科の指導法」の科目及び単位 

授業科目名 単位数 

美術科教育法Ⅰ ２ 

美術科教育法Ⅱ ４ 

美術科教育法Ⅲ ２ 

工芸科教育法 ４ 

 

教育の基礎的理解に関する科目等及び単位 

授業科目名 単位数 

教育原理 ２ 

教職論 ２ 

教育行政 ２ 

教育心理学 ２ 

特別支援教育 ２ 

教育課程 ２ 

道徳の理論及び指導法 ２ 

総合的な学習の時間の指導法 ２ 

特別活動 ２ 

教育方法（情報通信技術の活用含む） ２ 

生徒・進路指導論 ２ 

学校カウンセリング ２ 

教育実習（長期） ５ 

教育実習（短期） ３ 

教職実践演習（中・高） ２ 

 

別表第３（第４条の３関係） 

博物館に関する科目(指定教育科目)及び単位 

授業科目名 単位数 

生涯学習概論 ２ 

博物館概論 ２ 

博物館経営論 ２ 

博物館資料論 ２ 

博物館資料保存論 ２ 

博物館展示論 ２ 

博物館情報・メディア論 ２ 

博物館教育論 ２ 

博物館実習 ３ 

 

 


